
希望申出期間 令和6年9月9日（月）から
令和6年9月13日（金）　まで

整理
番号

業　　種 件　　名 施行場所 概　　要 履行期間 条　　件 お問合せ先及びお申込方法

K-19 工事 １．お問合せ先

（公財） 東京都環境公社

総務部経営企画課経理係

電話03-3644-2188

Ｅメール

yodo-1@tokyokankyo.jp

２．お申込方法

（注1）「お問合せ先及びお申込方法」欄をご確認ください。
　　　　　※なお、希望申請があっても、必ずしも指名されるとは限りません。
（お問合せ）公益財団法人 東京都環境公社　墨田区江東橋4-26-5　担当　総務部経営企画課経理係　電話 03-3644-2188

　個　別　発　注　予　定　表 (1/1)

令和６年度保全地域案内板設
置工事

１.工事場所は下記の５地域、ま
たは発注者が別途指示する場
所とする。

・多摩東寺方緑地保全地域
（多摩市）
・八王子暁町緑地保全地域
（八王子市）
・東村山大沼田緑地保全地域
（東村山市）
・清瀬松山緑地保全地域
（清瀬市）
・清瀬御殿山緑地保全地域
（清瀬市）

都民の大切な財産である保全地域の良好な自
然を、将来にわたり引き継いでいくため、保全地
域（都有地及び無償貸借地）において、管理用
施設の維持管理として、保全地域の入口等に案
内板を設置する。

【工事内容】
（1）案内板の作成及び設置
・作成及び設置数は５地域、各２基ずつ、計１０
基とする。なお、現地状況に合わせて１地域あた
りの設置数及び設置個所については、発注者と
の協議により変更できるものとする。
・案内板のデザインは別紙「デザインイメージ案」
を参考に、発注者と受注者間で打合せ、協議の
上、決定すること。
・案内板の大きさは、幅140cm高さ180cm程度、
構造は別紙「構造図」を基本とするが、現地状況
等に応じて発注者と協議の上、決定すること。

(2)旧案内板及び剪定枝葉、伐採材、伐根材の
処理
・案内板設置に際し、旧案内板の撤去や剪定枝
葉、伐採材、伐根材の処理が必要な場合は適
切に実施し、発生材は、原則として敷地外搬出
とすること。撤去した旧施設は「東京都建設リサ
イクルガイドライン」に基づき適正な処理を行うこ
と。

※仕様書および別紙は、指名後公開いたしま
す。

契約確定の日の翌日から令
和７年３月４日まで

１．東京都環境公社「見積参
加申込名簿」に登録があるこ
と。又は東京都物品買入れ等
競争入札参加有資格者である
こと。
   ただし東京都又は東京都環
境公社から指名停止措置を受
けている期間中は参加するこ
とができない。

２．公益財団法人東京都中小
企業振興公社が運営する電
子入札サイト「ビジネスチャン
ス・ナビ」に登録があること。

３．見積合せ（入札）は、指名
後前記ビジネスチャンス・ナビ
電子入札システムにて行いま
す。

　ビジネスチャンス・ナビ
電子入札システムの希望
申請画面からお申し込みく
ださい。
　また、申込時には、別掲
の「見積参加希望申込票
兼予定監理技術者等調
書」を記入していただき、ビ
ジネスチャンス・ナビ電子入
札システムの希望申請画
面の添付資料にてアップ
ロードしてください。

※ビジネスチャンス・ナビ
のユーザー登録をされてい
ない方は、ユーザー登録を
していただく必要がありま
す。（登録無料）
なお、登録には最大で約１
０営業日程度かかる場合が
あります。
登録はこちらから
https://www.chancenavi.jp
/bcn/


